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１　事業所（施設）指定申請について
(1)　申請先について

　　児童福祉法（以下、「法」という）に規定される障害児通所（入所）支援を提供する施設（以下、「事業所等」という）は、法第21条の5の15及び第24条の9に基づき、県の指定を受ける必要があります。

　　事業所等の指定は、事業所等が所在する地区の広域振興局長が行います。指定申請書等の受理審査は広域振興局保健福祉環境部等（沿岸、県北地区にあっては、保健福祉環境センター。以下、「所轄振興局保健福祉環境部」という）が担当しています。

　　新規に事業所等の指定を申請する場合には、指定申請書提出の前に、予め所轄振興局保健福祉環境部担当職員の事前協議を行ってください。
障害児入所施設及び児童発達支援センターについては、法第7条の規定による児童福祉施設であることが必要(法第24条の9)ですので、法第35条による設置届出、設置許可申請についても平行して事前協議を行ってください（協議先については「６　各種届出・申請受理機関について」をご参照ください）。
また、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスも開始する場合には、別途申請書類を作成して申請する必要があります。
(2)　申請から指定までの流れ















(3)　留意事項

指定日は原則、所轄振興局保健福祉環境部での決裁日またはそれ以降の日の事業開始日としますが、あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、1か月以上のゆとりを持って事前協議・申請するようお願いします。

申請時には、申請者（法人）の定款変更の手続きや、人員、設備について事業開始時点の状況が確定していることが原則となります（たとえば、事業所等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設備等が完了していることをいいます）。
(4)　更新について
　法第21条の5の16及び第24条の10に基づき、事業所等は6年毎に指定更新が必要となります。更新申請の事務手続きについては、指定申請と同様の手続きとなります。

　　指定の有効期間の満了前１か月前に指定申請と同じ書類を用意し、所轄振興局保健福祉環境部に提出のうえ、更新申請してください。

(5)　提出様式、資料について
	
	提出資料
	様式番号

	1
	指定障害児通所支援事業者（指定障害児入所施設）指定（新規・更新）申請書
	細則別定様式

	2
	申請書付表
	付表1～8

	3
	児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
	参考様式1

	4
	役員等名簿
	参考様式2

	5
	申請者の定款、寄附行為及び登記簿謄本又は条例等
	

	6
	平面図
	参考様式3

	7
	施設内外の写真
	

	8
	設備・備品等一覧表
	参考様式4

	9
	管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
	参考様式5

	10
	児童発達支援管理責任者養成研修修了証書（写し）
	

	11
	就任承諾書
	参考様式6

	12
	実務経験証明書・実務経験見込証明書
	参考様式7

	13
	運営規程
	

	14
	障害児又はその保護者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
	参考様式8

	15
	組織体制図
	

	16
	従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
	参考様式9

	17
	資産の状況(貸借対照表、財産目録、資金収支計算書、損害保険証書の写し）
	

	18
	児童発達支援計画書（入所支援計画書）の様式
	

	19
	就業規則、給与規程、経理規程
	

	20
	従業者の資格を証する書類（写し）
	

	21
	案内図又は位置図、協力医療機関との契約内容
	

	22
	医療法に規定する医療機関として許可を受けたことが分かる証明書（写し）
	

	23
	指定申請に係る添付書類一覧表（チェックリスト）
	参考様式10


　　※指定更新において、項番3～22の書類については、直近の届出内容から変更がない場合、添付の省略が可能です。
２　変更届について
(1)　届出が必要な事項
　　変更届については、法第21条の5の19及び第24条の13に規定されており、以下の事項について変更があった場合には、変更から10日以内に届出ることとされています。以下の変更事項に該当した場合には、変更となった事項に係る関係書類を添付して所轄振興局保健福祉環境部に提出してください。
	主　な　変　更　事　項

	１　事業所（施設）の名称

２　事業所（施設）の所在地（設置の場所）
３　申請者（設置者）の名称

４　主たる事務所の所在地

５　代表者の氏名及び住所

６　定款・寄付行為及びその登記簿の謄本又は条例等（指定に係る事業に関するもの）

７　医療法第7条の許可を受けた病院又は診療所であること

８　事業所（施設）の構造概要及び平面図及び設備の概要

９　事業所（施設）の管理者の氏名、経歴及び住所

10　事業所（施設）の児童発達支援管理責任者の氏名及び住所

11　主たる対象者

12　運営規程

13　障害児通所（入所）給付費の請求に関する事項（※特に注意を要する事項）

14　協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容



【変更届出に係るフロー図】



　※　書面審査の結果変更届が適正である場合には、受理します（受理日は、書類を受付した日とは限りませんので注意願います）。不都合がある場合には、返戻のうえ、補正を求めます。
(2)　障害児通所（入所）給付費の請求に関する事項
（障害児通所（入所）給付費算定に係る体制等に関する届出）
給付単位及び加算の反映が次の取扱となっていますので、特に注意願います。事業所等にあっては、報酬への反映時期を見越して余裕を持って変更届を提出してください。

　

　　なお、この届出は適切な届出があった場合であり、不備等が認められた場合には報酬算定月が延期となる場合があります。

【変更届出（障害児通所（入所）給付費算定に係る事項に限る）に係るフロー図】





　※　書面審査の結果届出が適正であり、受理した場合には、受理通知書に副本を添付（袋綴じ）のうえ、施設に返送します。
(3)　提出様式、資料について
	提出資料
	様式番号

	変更届出書（指定申請時と同様に変更内容の分かる書類を添付すること）
	細則別定様式

	障害児通所（入所）給付費算定に係る体制等に関する届出書
	様式１

	障害児通所（入所）給付費の算定に係る体制等状況一覧表
	様式２

	各種加算届出書
	参考様式１～30


３　指定辞退届等について
(1)　指定辞退届について

法第24条の14に基づき、指定障害児入所施設がその指定を辞退したい場合には、辞退しようとする日の3か月以上前に、所轄振興局保健福祉環境部に届出が必要です。

提出様式、資料について
	提出資料
	様式番号

	指定辞退届出書
	細則別定様式


(2)　廃止・休止・再開届について

法第21条の5の19に基づき、指定障害児通所事業所がその事業を廃止・休止したい場合には廃止・休止しようとする日の1か月以上前に、休止した事業を再開した場合には再開から10日以内に、所轄振興局保健福祉環境部に届出が必要です。

提出様式、資料について
	提出資料
	様式番号

	廃止・休止・再開届
	細則別定様式


【指定辞退（廃止）届出に係るフロー図】







４　様式及び添付書類等について
　本書1から3に記載されている、

・　岩手県児童福祉法施行細則別定様式

・　指定障害児通所支援事業者（指定障害児入所施設）指定申請添付書類参考様式

・　障害児通所（入所）給付費算定に係る体制等に関する届出様式
の様式は、岩手県保健福祉部障がい保健福祉課ホームページの「事業者情報」にも掲載していますので、適宜ダウンロードのうえ活用願います。

　掲載箇所：岩手県ホームページトップページ「組織から探す」の県庁各部局・出先機関（クリック）⇒「保健福祉部」（クリック）⇒「障がい保健福祉課」（クリック）⇒「事業者情報」（クリック）　


５　各種届出・申請受理機関について

(1)　指定申請
	根拠法令
	施設設置主体
	受　理　機　関

	
	
	県障がい保健福祉課
	所轄振興局保健福祉環境部等

	社会福祉法
	市町村,社会福祉法人
	
	設置届出(法第62条第1項)

	
	その他の法人
	設置許可申請(法第62条第2項)
	

	児童福祉法

(児童福祉施設のみ)
	市町村
	
	設置届出(法第35条第3項)

	
	その他の法人
	設置認可申請(法第35条第4項)
	

	児福法（通所・入所）
	全ての設置者
	
	指定申請(当マニュアルによる)


(2)　変更届出、指定更新申請

	根拠法令
	施設設置主体
	受　理　機　関

	
	
	県障がい保健福祉課
	所轄振興局保健福祉環境部等

	社会福祉法
	市町村,社会福祉法人
	
	変更届出(法第63条第1項)

	
	その他の法人
	変更許可申請(法第63条第2項)
	

	児童福祉法

(児童福祉施設のみ)
	全ての設置者
	
	変更届出(規則第37条第4～6項)

	児福法（通所・入所）
	全ての設置者
	
	変更届出(当マニュアルによる)


(3)　指定辞退届等（廃止・休止・再開含む）
	根拠法令
	施設設置主体
	受　理　機　関

	
	
	県障がい保健福祉課
	所轄振興局保健福祉環境部等

	社会福祉法
	全ての設置者
	
	廃止届出(法第64条)

	児童福祉法

(児童福祉施設のみ)
	市町村
	
	廃止、休止届出(法第35条第6項)

	
	その他の法人
	廃止、休止承認申請(法第35条第7項)
	

	児福法（通所・入所）
	全ての設置者
	
	各届出（当マニュアルによる)


(4)　所轄振興局保健福祉環境部等

	施　設　所　在　地
	所轄振興局保健福祉環境部等（所在地）

	八幡平市　雫石町　岩手町　葛巻町　
滝沢市　　紫波町　矢巾町
	盛岡広域振興局保健福祉環境部　　　　　（盛岡市）

	花巻市　北上市　遠野市　一関市　奥州市

平泉町　西和賀町　金ヶ崎町　
	県南広域振興局保健福祉環境部

（奥州市水沢区）

	釜石市　大槌町
	沿岸広域振興局保健福祉環境部　　　　　（釜石市）

	宮古市　山田町　岩泉町　田野畑村
	宮古保健福祉環境センター　　　　　（宮古市）

	大船渡市　陸前高田市　住田町
	大船渡保健福祉環境センター　　　（大船渡市）

	久慈市　普代村　洋野町　野田村
	県北広域振興局保健福祉環境部　　　　　（久慈市）

	二戸市　軽米町　九戸村　一戸町
	二戸保健福祉環境センター　　　　　（二戸市）


児童福祉法（障害児通所（入所）支援）





事業所（施設）指定申請・変更届等のマニュアル





【新規指定申請（更新申請もほぼ同じです）に係るフロー図】





事業所等





所轄振興局保健福祉環境部





※事前協議書類は、申請書類に準じたものです。


事前に準備のうえ、所轄振興局保健福祉環境部担当職員の事前協議を受けてください。





事前協議書





事前協議


（事前に予約願います）





書面審査・指定事務





※申請書類に不備がある場合は、受付できませんので留意願います。





申請書作成


２部（正副各１部）








指定指令書の交付


岩手県報への登載


各市町村等への通知





指定指令書受理


事業所等開所





※更新の場合は、岩手県報の告示は不要





※届出書類に不備がある場合は、受付できませんので留意願います。





送付





事業所等





所轄振興局保健福祉環境部





変更届作成


1部（正本）





書面審査、


変更届受理





【届出に係る加算等の算定の開始時期】


　届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る）については、利用児等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされたものは翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始するものとする。





所轄振興局保健福祉環境部





施設





※届出書類に不備がある場合は、受付できませんので留意願います。





送付





変更届作成


2部（正副各1部）





書面審査、


変更届受理





受理通知





内容審査


（利用児に対する措置）








※届出書類に不備がある場合は、受付できませんので留意願います。





辞退（廃止）届出書作成











受理通知の送付


岩手県報への登載


各市町村等への通知





受理通知受理





《岩手県保健福祉部障がい保健福祉課ホームページの事業者情報のアドレス》


https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/shougai/jigyousha/index.html








- 1 -

